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  別添１ 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護〔重要事項説明書〕 

令和 8 年 4 月 1 日 改訂 

  

あなたに対する介護医療院施設サービス提供にあたり、介護保険法に関する厚生省４１条

６号に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項はつぎのとおりです。 

 

 １．事業の目的 

   要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい 

 て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、一定の期 

 間、指定短期入所療養介護を提供し、看護・医学的管理の下における介護及び機 

 能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の 

 質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とす 

 る。 

 ２．運営の方針 

  ① 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等

利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行うものとす

る。 

  ② 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は

その家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説

明を行う。 

  ③ 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の 

  生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他 

  利用者の行動を制限する行為は行わない。 

 ３．事業所の概要 

事業所の名称  医療法人 光輝会 

主たる事業所の所在地  山口県熊毛郡平生町佐賀１０００２－７７ 

法人種別  医療法人 

代表者の氏名  理事長 重 冨 雄 哉 

電話番号  ０８２０－５８－１１１１ 

 

 ４．ご利用施設 

施設の名称  光輝病院介護医療院 

施設の所在地  山口県熊毛郡平生町佐賀１０００２－７７ 

施設の定員  ５１４床（Ⅱ型） 

都道府県知事許可番号  ３５Ｂ７３０００１０ 

施設長の氏名  管理者 久長 恒洋 

電話番号  ０８２０－５８－１１１１ 

ファックス番号  ０８２０－５８－１１２０ 
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 ５．職員体制及び職務内容 

従業者の職種 員数 

管理者・医師 １名 

医師     ６名以上 

薬剤師  ２名以上 

看護職員 ８６名以上 

介護職員   １２９名以上 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 １名以上 

管理栄養士 １名以上 

介護支援専門員   ６名以上 

放射線技師 ２名以上 

事務職員   ６名以上 

【管 理 者】施設の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

【医  師】 入所者の健康管理、療養上の指導並びに病状に応じて妥当適切な診療を行う。 

【薬 剤 師】医師の指示に基づき、入所者に対して、投薬、注射等の薬剤を処方するとと

もに、必要に応じ服薬に関する注意、効果、副作用等に関する状況を把握し、薬学的管理

指導を行う。 

【看護職員】医師の指示に基づき入所者の病状、心身の状況等の把握に努め、身体の清潔

保持等必要な看護を行う。 

【介護職員】看護及び医学的管理下における入所者の日常生活上の世話等を行うことを基

本とし、入所者の状態等により身体の清潔保持及び排泄に係る介護等を行うとともに、必

要に応じて看護職員の補助業務を行う。 

【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士】医師等その他の職種のものと共同し、リハビリ

テーション実施計画を作成するとともに、効果的な機能訓練を行えるよう指導する。 

言語聴覚士は、医師等その他の職種のものと共同し、言語療法サービスを提供する。 

【管理栄養士】入所者の食事の適切な衛生管理を行い、入所者の病状又は身体状況による

適切な栄養量及び内容の食事提供が行えるよう、その管理を行う。 

【介護支援専門員】適切な方法により入所者の能力、その置かれている環境等の評価を通

じて入所者が現に抱える問題点を明確にし、入所者が自立した日常生活を営むことが出来

るように支援するうえでの状況を把握し、他の職員と協議のうえ、施設サービス計画の原

案を作成する。 

【放射線技師】放射線を使用した画像診断及び検査業務 

【事務職員】事務処理業務 
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 ６．職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制

医師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・

管理栄養士・介護支援専門員・放射線技師・事務職員
平日　9：00～17：00

  3交代勤務

【日勤】  9：00～17：00

【早出】  7：00～15：00

【遅出】12：00～19：10

【準夜】17：00～24：00

【深夜】24：00～  9：00

  2交代勤務

【日勤】  9：00～17：00

【早出】  7：00～15：00

【遅出】12：00～19：10

【深夜】17：00～  9：00

看護職員・介護職員

 

 

 ７．サービス内容 

      施設においてケアプランに基づいた食事・排泄・入浴・機能訓練の全般的な介護・ 

 看護及び医療の提供を行う。 

 

 

 ８．療養介護費の概要（自己負担額） 

     ① 療養介護施設サービス費 

          短期入所の場合、下記の通りです。 

従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室

要支援１ ５７４円/日 ６３７円/日 １，１４８円/日 １，１４８円/日 １，７２２円/日 １，９１１円/日

要支援２ ７０３円/日 ７８７円/日 １，４０６円/日 １，４０６円/日 ２，１０９円/日 ２，３６１円/日

要介護１ ７３１円/日 ８４６円/日 １，４６２円/日 １，６９２円/日 ２，１９３円/日 ２，５３８円/日

要介護２ ８２９円/日 ９４５円/日 １，６５８円/日 １，８９０円/日 ２，４８７円/日 ２，８３５円/日

要介護３ １，０４４円/日 １,１５７円/日 ２，０８８円/日 ２，３１４円/日 ３，１３２円/日 ３，４７１円/日

要介護４ １，１３５円/日 １，２４９円/日 ２，２７０円/日 ２，４９８円/日 ３，４０５円/日 ３，７４７円/日

要介護５ １，２１７円/日 １，３３１円/日 ２，４３４円/日 ２，６６２円/日 ３，６５１円/日 ３，９９３円/日

１割負担 ２割負担 ３割負担
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当院では、サービス提供体制強化 ６円、 療養食 ８円／１食  が加算と 

なります。  その他利用案内に別記 

 

尚、送迎希望の方は、送迎加算（片道につき １８４円）を頂きます。 

送迎地域（柳井市・田布施町・平生町・上関町） 

     ②特定診療費 

               リハビリ・指導料・等    診療費の１割、２割又は３割／月 

③その他、療養食・等    診療費の１割、２割又は３割／月 

     ④食事代 

                ○ １，４４５円／日（朝食４８１円、昼食４８２円、夕食４８２円） 

     （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に  

          記載している食費の負担限度額とする。）      

   ⑤居住費 

○（従来型個室）１，７２８円/日  （多床室）６９７円/日  

     ⑥洗濯料金 

 

 

 

タオル４７円、バスタオル９４円、下着１２９円 

靴下４７円、トレーナー２５７円、エプロン４７円 

予防衣２５７円、靴２５７円／足 

 月額料金９，９５０円 

 

   ⑦その他、日常生活に必要な物品（但しオムツは除きます）につきましては、入  

   所者の全額負担となっていますのでご了承下さい。  

 

 

  ９．医療について 

       当施設の医師で対応できる日常的な医療・看護につきましては介護保険給付サー 

   ビスに含まれていますが、手術等急性期疾患の治療などは当院の急性期病棟又は、 

   他の医療機関との連携により対応し、その費用は医療保険適応により別途自己負 

   担をいただくことになります。 
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 １０. 当 施 設 に お け る 個 人 情 報 の 利 用 目 的 

 

● 施設サービス提供 

○ 当施設でのサービスの提供 

○ 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者 

等との連携 

  ○ 他の施設等からの照会への回答 

  ○ 入所者さんへのサービス提供のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

  ○ 検体検査業務の委託その他の業務委託 

  ○ ご家族等への状態説明 

  ○ その他、利用者さんへのサービス提供に関する利用 

 

● 介護報酬請求のための事務 

  ○ 当施設での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 

○ 審査支払機関へのレセプトの提出 

○ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

  ○ 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 

  ○ その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のため 

の利用 

 

● 当施設の管理運営業務 

  ○ 会計・経理 

  ○ 医療事故等の報告 

  ○ 当該利用者さんの施設サービスの向上 

○ 入退所等の管理 

○ 受付窓口・電話交換での入所棟確認への回答、並びに取り次ぎ 

  ○ その他、当施設の管理運営業務に関する利用 

 

● 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知 

● 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談 

  

又は届出等 

● 医療・介護サービスや業務の維持･改善のための基礎資料 

● 当院施設内において行われる介護実習への協力 

● サービスの質の向上を目的とした当施設内での症例研究 

● 外部監査機関への情報提供 
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１１．医療事故発生時の対応 

１． 医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携のもとに救急処置を行う。 

２． 主治医は、入所者および家族へ誠意をもって事実経過を説明する。 

３． 当時者または発見者は初期対策が終了した後、速やかに医療事故報告書を作成

し医療安全管理担当に提出する。 

４． 医療安全管理担当は、医療事故発生の報告を受けた場合、速やかに医療事故調

査委員会を招集し、対応について検討を行う。 

５． 医療安全管理担当は、管理者へ事故発生の速やかな報告を行う 

６． 管理者は医療過誤によって死亡または障害が発生した場合、あるいはその疑い

があると判断した時には、医療事故調査支援センターに報告する。 

７． 医師、看護師等は、入所者の状況、処置の方法、入所者および家族への説明内

容等を診療録、看護記録等に詳細に記載する。 

 

１２．苦情申し立て窓口 

        当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問・苦情がございましたら、当施設 

    内の受付までご相談下さい。 

●総務課      次長 久行範勇 

●医事課      次長 亀谷 学    が担当します。 

 また、苦情受付機関として 

 ●平生町健康福祉課 電話・・・０８２０－５６－７１１５ 

山口県熊毛郡平生町大字平生町２１０－１ 

●柳井市高齢者支援課 電話・・・０８２０－２２－２１１１ 

山口県柳井市南町一丁目１０－２ 

●田布施町高齢者支援課 電話・・・０８２０－５２－５８１０ 

山口県熊毛郡田布施町大字下田布施３４４０－１ 

●上関町保健福祉課 電話・・・０８２０－６２－１７７７ 

山口県熊毛郡上関町大字長島５８３－１ 

●山口県国民健康保険団体連合会 苦情相談係 

電話・・・０８３－９９５－１０１０ 

山口県山口市朝田１９８０番地の７         があります。 

 

１３．非常災害対策 

   ① 当施設は、非常災害その他緊急の事態に備え、取るべき措置についてあらかじ 

   め対策を立て、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行います。 

    ②  非常災害対策は、消防法の定めに基づき作成した施設の「防災対策マニュアル」 

   による。 

      ③ 事故発生時の対応について 

当院消防計画の「大規模地震対応消防計画」に則って行うことにしています。 
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１４．虐待の防止 

① 当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

るものとする。 

（１）施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３）施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

（４）前（３）号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

② 施設は、介護医療院サービス提供中に、当該施設従事者又は養護者（入所者の家族

等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報するものとする。 
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１５．当施設ご利用の際に留意していただく事項 

 来訪・面会 

 

 面会時間は午前１０時～午後８時までといたします。 おやつな

どのお見舞い品の持ち込み等は看護師にご相談下さい。 

 外出・外泊 

 

 

 

 外出・外泊は事前にお申し出下さい。原則として外泊は３泊４  

日までといたします。 

 主治医の許可後、書類に記入し手続きして下さい。サービスステ

ーション に「許可願い」の書類が用意してあります。 

 居室・設備器具 

 の利用 

 

 施設内の居室・設備・器具は本来の用法に従ってご利用下さい。 

 これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していた  

だくことがあります。 

 喫煙・飲酒 

 

敷地内での喫煙はお断りいたします。 

飲酒は禁止しています。 

 迷惑行為 

 

 騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。又、むや  

みに他の入居者の居室に立ち入らないようにして下さい。 

 宗教活動・政治活動  施設内での執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 

 所持品 

 

 

 必要最小限の所持として下さい。現金その他につきましては施  

設にてお預かりもさせていただいています。 

 他院よりの内服薬は看護職員にお渡し下さい。 

 

   

 

私は、本書面に基づいて、事業所の職員（氏名             ）から 

 上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

令和  年  月  日 

 

 （利用者） 

          住 所 

          氏 名                                            印 

 

 （署名代行者） 

          住 所 

          氏 名                                            印 

          続 柄 

          署名を代行した理由 


